
1期 2期 3期
4月　5月　６月　７月 ８月　9月　10月　11月　１２月 　1月　2月　３月

・入園式　　・内科検診　　・子どもの日　　・保育参観　　・避難訓練

・交通安全教室　　・歯科検診　　・徒歩遠足　　・七夕

・学童交流体験学習　　・ねぷた運行　　・プール参観

・とよだ幼年消防クラブ活動(４才・５才）

・スイミング教室（４才・５才）

　

・大掃除　・運動会　　・お月見会　　・虫取りバス遠足

・徒歩遠足　　・避難訓練　　・りんご公園・弘前公園（年長児）

・ハロウィンパーティー　・内科検診　　・歯科検診

・小学校交流事業　・Ｘｍａｓ生活発表会　　・もちつき会

・リカバリー交流会　・とよだ幼年消防クラブ活動(４才・５才）

・スイミング教室（４才・５才）

・正月あそび　　・節分　　・保護者懇談会（年長児）

・お店屋さんごっこ　　・ひな祭り　　・お別れ会

・大掃除　・保育証書授与式　　・入園説明会　　・避難訓練

・とよだ幼年消防クラブ活動(４才・５才）

・スイミング教室（４才・５才）

園行事

●新入園児と途中入園児の保護者は、入園式に参加する。

●保育参観

※毎月の保育園だよりで献立表・食育について配布。

※「ほけんだより」を保護者へ配布。（４月・７月）

※「食育だより」を保護者へ配布。（４月）

※町内防火呼びかけ巡回（５月）

●運動会やお遊戯を通し、園児が成長していく様子を連絡帳及び送迎

の際に伝える。

※毎月の保育園だよりで献立表・食育について配布。

※「ほけんだより」を保護者へ配布。（１０月）

※毎月の保育園だよりで献立表・食育について配布。

※「ほけんだより」を保護者へ配布。（１月）

個人相談

●連絡帳を通じて家庭と連携、園児の様子を伝えあう。

●給食試食では、栄養士が参加し、質問や相談を受ける。

●相談などには、その都度対応する。（１年間）

（離乳食・アレルギー食、その他の食事について）

（保護者要望なども含む）

●重要事項説明書(配布）について説明する。

●大きな行事を通し、園児が成長していく様子を連絡帳及び送迎の際に

伝える。

●1年間の成長を伝え、進級するにあたり心配なことはないか確認する。

●年長児は、保護者懇談会で、子どもたちの様子を伝え、就学するにあたっての

心配や相談があれば個別に受ける。

●入園説明会では、全体の説明の後、家庭での様子や、心配や相談など個別に

話し合う。（途中入園については、その都度対応する）

園内開放

●４月～７月　園内　アレルギー食相談　１３時３０分～１４時３０分 ●８月～１２月　園内　アレルギー食相談　１３時３０分～１４時３０分

●園内　離乳食講座　１３時３０分～１４時３０分

　・５～６か月頃の食事　・７～８か月頃の食事

●園内　離乳食講座　１３時３０分～１４時３０分

　・９～１１か月頃の食事　・１才～1才半頃の食事

●１月～３月　園内　アレルギー食相談　１３時３０分～１４時３０分

※市役所子育て支援情報に載せる。（事前申し込み者受け入れ）

　

地域交流事業

●５月～７月　和太鼓クラブ活動（小学生）

●７月　学童交流体験学習（年長児と和太鼓クラブとの交流）

●７月　ねぷた運行（和太鼓クラブ、一般の小学生）

●７月　高田公園夏祭り参加（地域住民との交流）

●東消防署見学

●８月～１２月　和太鼓クラブ活動

●１０月　東小学校交流事業（年長児と小学１年生との交流）

●１１月　豊田小学校交流事業（年長児と小学１年生との交流）

●１１月　職場訪問　（ＪＡ、交番、消防署）

●１２月　Ｘｍａｓ生活発表会（和太鼓クラブ発表）

●１月　凧絵制作（年長児と和太鼓クラブ参加）

●和太鼓クラブ活動反省会

相

談
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助

保護者・子ども

●施設見学（随時受け付け）

●市役所子育て支援情報への発信。地域の回覧板などでの発信。

●電話での相談などには、その都度対応する。

（離乳食、アレルギー食、その他食事について）

●施設見学（随時受け付け）

●市役所子育て支援情報への発信。地域の回覧板などでの発信。

●電話での相談などには、その都度対応する。

（離乳食、アレルギー食、その他食事について）

●施設見学（随時受け付け）

●市役所子育て支援情報への発信。地域の回覧板などでの発信。

●電話での相談などには、その都度対応する。

（離乳食、アレルギー食、その他食事について）
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８：00～17：00　毎月　受け入れ可能な時　土曜日、行事のある時は、預かりなし

●園児と共に生活することで、基本的生活習慣を身に付ける。　　　　　　　　　　　　　●集団生活をすることにより社会性を学ぶ。

●保育士や友達と関わることにより、言葉による伝え合いを学ぶ。　　　　　　　　　　  ●園児と様々な体験を重ねる中で、してよいこと悪いことが分かる。
一時預かり事業

４、　子育ての支援計画書 子どもの育ちを家庭と連携して支援していくとともに、保護者及び地域が有する子育てを自ら実践する力の向上に資するよう留意する。

目標 保育園が地域に開かれた社会福祉施設として、子育ての知識や経験、技術を提供しながら在園児及び地域子育て家庭の健全育成及び支援を図る。
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